
1

Podcastを活用した県政情報の発信業務プロポーザル募集要項

１ 趣旨

本要項は、Podcast 等でのより効果的な県政情報発信に取り組むという目的を達

成する企画提案を募り、SNS を連動させた県政情報の発信業務を委託する事業者を

選定するために必要な事項を定めるものである。

２ 委託業務名

   Podcastを活用した県政情報の発信業務（以下、業務）

３ 委託業務概要

（１） Podcastによる番組制作及び配信

  ア 番組の企画及び提案

   イ 番組出演者との調整（出演交渉を含む。）

   ウ 番組の収録及び編集

   エ 番組の配信

   オ その他、実施に必要な事項

（２） YouTubeなどの動画共有サービスによる番組制作及び配信

ア 番組の企画及び提案

   イ 番組出演者との調整（出演交渉を含む。）

   ウ 番組の収録及び編集

   エ 番組の配信

   オ その他、実施に必要な事項

   ※番組の内容は、(1)により制作した番組の内容を視覚的に伝えるものとする。

（３） 上記(1)及び(2)により配信する番組のハブとなるホームページの作成

ア 上記(1)及び(2)のリンクを掲載し、概要が把握できるホームページの作成

    イ 次回以降の配信に向けた告知

（４） 上記(1)及び(2)により配信した番組の視聴状況データ等の報告及び分析・改

善点の提示

ア 視聴者数、再生回数、再生時間、再生完了率、新規フォロワー数など、デ

ータの収集及び報告

イ 上記アを踏まえた、次回以降の配信に向けた改善点の提示

３ 委託期間

  契約日から令和８年３月３１日

４ 予算上限額

１５,０００,０００円（消費税及び地方消費税を含む）

５ 受託候補者の選定方法

この業務の受託候補者の選定方式は、公募型プロポーザル方式とする。受託を希

望する者は、別に定める提案書等により提案すること。

なお、プロポーザル参加に係る諸費用は全て参加者の負担となる。
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６ 応募者の資格要件
プロポーザルに応募できる者は、次に掲げる条件を全て満たす者とする。

（１）Podcastを活用した県政情報の発信業務委託仕様書に従って業務を行えること。
（２）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に基づく県の入

札参加資格制限基準による資格制限を受けていない者であること。
（３）県の指名停止基準に基づく指名停止を、応募申込書の提出期限日及び選考委員

会の日において受けていない者であること。
（４）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て及び民事

再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていな
い者であること。

７ 応募申込書、企画提案書、質問書等の提出先及び問合せ先

（１）主催者

兵庫県（以下「県」という。）

（３）事務局

兵庫県総務部秘書広報室広報広聴課広報戦略班（以下「事務局」という。）

住 所 〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目１０－１

（兵庫県庁第２号館４階）

電 話  078(362)3016

メール  kouhouka1@pref.hyogo.lg.jp

８ 公募型プロポーザルへの参加申込み

  提出書類は次のとおりとする。

なお、審査の必要上、後日、追加の資料の提出を求めることがある。

（１）提出書類

ア 応募申込書（様式２）

イ 会社概要

ウ スタッフ略歴

エ 企画書（各 10部）

別紙「Podcastを活用した県政情報の発信業務 委託仕様書」に基づいて作

成すること。

   オ 企画説明書（各 10部）

以下の項目を含む任意の企画説明書を作成すること。（任意様式）

・実施体制

・スケジュール

・キャスティング案

カ 見積書（可能な限り内訳を記載すること）

  ・令和７年６月から令和８年３月までの配信合計金額（消費税込み）。

・プロポーザル参加者が、消費税及び地方消費税に係る課税事業者である

か免税事業者であるかを問わず、経費見積書により算出した額に当該金

額の 100分の 10に相当する額を加算した額を記載すること。

・企画編集配信費等

 ａ 企画・取材及び編集等に要する経費

（人件費や動画撮影費、音声・映像使用料、通信費などを含む。）

ｂ 取材対象者への謝金及び交通費
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ｃ その他、配信実施に必要な経費

・経費の合計額は、４に示す費用の上限額以内となるように記載すること。

キ 過去に受託した類似業務の実績

・本業務に類似するものについて概要がわかる資料を添付すること。

※ エ、オは 1部のみ社名を記載。エ、オ以外はすべて１部提出。

（２）提出場所・方法

前記７の提出先に持参により提出すること。（郵送不可）

（３）提出期限

令和７年６月 24 日（火）午後５ 時（必着）

（４）提出時間

午前９時から午後５時まで

（土曜日、日曜日及び祝休日を除く。平日正午から午後１時までを除く。）

（５）参加資格の合否決定

参加資格条件を満たしていない申込者に対してのみ、電話で連絡します。

（６） その他留意事項

ア 提出された書類等の著作権は、応募者に帰属する。ただし、当選し採用さ

れたアイデア、レイアウト等については、委託契約終了後も県が引き続き使

用する場合がある。

イ 提出された書類等は、非公開とする。ただし、応募図書の内容について公

表の必要がある場合は、応募者の了解を得て、その全部又は一部を公開する。

ウ 提出された書類等は、提出後に内容を変更できない。提出された書類等に

虚偽の記載をした場合、当該提案は無効となる。

エ 企画提案書等書類の作成及び提出に係る経費は、提案者の負担とする。

オ 応募図書は、返却しない。

９ 募集要項の内容についての照会及び回答

（１）受付場所

   前記７の問い合わせ先

（２）受付期間

 令和７年５月 28 日（水）午前９時から同年６月 10 日（火）午後５時まで

（３）受付方法

   所定の質疑応答用紙（様式１）をメールにより提出すること。電子メールで送

信後は、必ず電話で着信確認を行うこと。

（４）回答方法

   令和７年６月 17日（火）までにメールで回答する。

（５）その他留意事項

   ア 質問は当該業務に係る条件や応募手続きに関する事項に限るものとし、他

     の事業者からの提案状況や、企画・積算に関する内容等には回答しない。

イ 質疑回答の内容は、仕様に含まれるものとし、仕様書と異なる内容は、質

疑回答の内容を優先する。

10 審査

（１）審査方法



4

ア 提出物に不備のあるものは受け付けない。

なお、応募者は提出に先立ち、提出物についての不備が無いか事前審査を受

けることができる。

イ 県が設置する選考委員会において審査の上、企画提案書の最も優れた企画・

運営能力を有すると認められる者を選ぶこととする。

ウ 県は、選考委員会の選考結果に基づき、当選者を決定する。

  エ 応募者が５者を超える場合、選考委員会において、提出物等による１次審査

を実施する場合がある。１次審査実施の場合は、上位となった５者によりプレ

ゼンテーション発表および質疑応答を行う。

（２）審査基準

審査項目 配点 審査のポイント

企画提案力

20点
本業務の目的及び内容等の理解度が高く、提案内容の着眼点、

分析力が優れているか。

20点
番組の企画・構成は、ターゲットが魅力的に感じることができ

る内容になっているか。

20点
番組のクリエイティブ表現は、ターゲットが魅力的に感じるこ

とができるデザインになっているか。

20点

SNSの活用などの広報・周知方法は、Podcastを起点としたメデ

ィアミックスがなされ、ターゲットにリーチする効果的なプロ

モーション方法が提案されているか。

運 営 力 10点
全体のスケジュール感が具体的かつ明確になっており、音声メ

ディアの実績などを踏まえ、業務の確実な実施が可能であるか。

経 済 性 10点 事業内容等に対して必要な経費が適切に見積もられているか。

合  計 100点

（３）プレゼンテーションの実施日時及び方法

   ア 日時 令和７年６月下旬

   イ １社あたり所要時間３０分以内を想定（説明２０分、質疑応答１０分以内）。

   ウ 発言者は３名程度とする。

   エ 対面方式（詳細は別途連絡します。）

（４）審査結果

応募者全員に、応募件数及び当選者の名称をメール等で７月上旬に通知する。

11 失格

 以下のような場合、失格とすることがある。

・審査委員または関係者にコンペに関する援助を直接または間接に求めた場合。

・応募書類が本要項に示された事項を満たしていない場合。

・応募書類に虚偽の内容が記載されている場合。

・その他、直接または間接に公平な審査に支障を来した場合。

12 契約手続き等

（１）契約の締結

県は、所定の手続きを経た後、当選者に業務を委託する。ただし、業務の実施
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内容については、企画提案書の内容をそのまま実施するとは限らない。

なお、実際の発信チャンネル等のデザイン・構成は、県と当選者が協議の上、

決定するものとする。

委託者と受託候補者は、企画提案書の内容を基にし、業務の遂行に必要な具体

的な履行条件等の協議及び調整を行うものとし、この協議及び調整が整い次第、

随意契約により、委託者と受託者で協議のうえ「委託契約書」を作成し、契約を

締結する。

 なお、受託候補者との協議及び調整が整わない場合は、受託候補者との契約締

結を取りやめ、次点の受託候補者と契約締結に向けての協議及び調整に移行する。

13 その他

（１）提案作品を編集したスタッフと採用決定後、編集にあたるスタッフを変更しな

いこと。

（２）契約予定総額の 100 分の 10 以上の額の契約保証金を契約締結日までに納入し

なければならない。ただし、保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険

契約を締結した場合は、その保険証書を契約保証金に代えて提出すること。

（３）本要項に疑義がある場合は、原則として事務局の解釈によるものとする。

（４）年度を通じて委託業務の履行に問題が無く、また次年度に広報紙の大幅な見直

しを行わない場合は、次年度以降も契約を更新する場合もある。


